別記様式第4号(第6条関係)

水利施設の設置に関する覚書

　下記の開発行為に伴う水利施設の設置等について、長門市長(以下「甲」という。)と開発行為者(以下「乙」という。)との間に次のとおり覚書を締結した。

記

1　開発区域

2　開発面積

3　開発目的

　(水利施設の設置)
第1条　乙は、次に掲げる水利施設を設置するものとする。
	水利施設の種別及び個数
	　

	水利施設の構造及び規模
	　


　(設置場所)
第2条　乙は、水利施設を次の場所に設置するものとする。
	所在地
	　

	地目
	　

	地積
	　


　(技術基準)
第3条　乙が、第1条の規定により設置する水利施設は、長門市開発行為に伴う水利施設の設置に関する事務処理規程に基づき、かつ、甲の技術的な勧告又は助言に従い施工するものとする。
　(水利施設の維持管理)
第4条　乙は、水利施設を善良な管理者の注意をもって維持管理するものとする。
　(権利の譲渡等の制限)
第5条　乙は、この覚書にかかる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときは、この限りでない。
　(帰属)
第6条　水利施設又はその用地の帰属については、甲、乙協議のうえ、別に定めるものとする。
　(紛争の解決)
第7条　この覚書に関し、第三者からの異議の申立て又は権利の主張等があったときは、すべて乙の責任において解決するものとする。
第8条　この覚書の各事項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの覚書に定めのない事項については、甲、乙協議のうえ定めるものとする。

　以上のとおり覚書の証として、2通を作成し、双方署名押印のうえ、各自1通を保有する。

　　　　　年　　月　　日

甲　長門市長　　　　　　　　　　



乙　住所　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　㊞　　
